
भारत का प्रधान कोंसलावास, ओसाका-कोबे
Consulate General of India, Osaka-Kobe

*****

Due to spread of COVID-19, following is the revised procedure for applying for visas to India. This
is a temporary measure, and updates on changes will be provided on an ongoing basis:

1. All existing visas issued to nationals of any country except those issued to Diplomats, Officials
passport holders, those in UN/International Organizations, those on Employment, Project visas and
those who are operating aircrew of scheduled commercial airlines, and who have not yet entered
India, stand suspended till 15 April 2020.

2.  The  restrictions  for  travel  of  non-exempted  category  foreign  travellers  to  India  shall  be
considered at the port of departure for onward journey to India of such traveller. Travel time to India
may be in addition to the deadline of 1200 GMT on 13 March 2020.

3.  Visas of foreigners already in India remain valid.  They may contact the nearest  FRRO/FRO
through e-FRRO module (https://indianfrro.gov.in/frro/) for extension/conversion, etc. of their visa
or for grant of any consular service.

4. The validity of OCI cards of foreigners presently in India shall remain.

5. Visa free travel facility granted to OCI card holders is kept in abeyance till 15 April 2020. This
will come into effect from 1200 GMT (2100 JST) on 13th March 2020 at the port of departure of
any foreigner for onward journey to India.

6. Online visa applications are currently not being accepted.

7. Those holding such visas & OCI cards, and who have compelling reasons to travel to India in the
near future, may please apply afresh at the Embassy of India in Tokyo or Consulate General of India
in  Osaka  (please  refer  to  https://bit.ly/38YOgFH for  Consular  jurisdiction  of  Embassy  and
https://bit.ly/2UbGdQ6 for that of Consulate). They do not have to pay visa fees again. Also, their
existing visas / OCI cards will become valid after the current period of suspension is over, unless
the situation requires extension of restrictions.

8. Visa applications need to be made on a separate form, which is available only at the visa counters
in Embassy of India in Tokyo and Consulate General of India in Osaka.

9.  Applicants  need  to  provide  undertaking  (self-undertaking  proforma  available  with
Embassy/Consulate) about their health status, as well as travel to countries impacted by COVID-19.

10. Clear reasons, preferably in writing, should be provided by the applicant, stating why travel to
India is essential. Where possible, documentation in support may be provided to the Visa officials.

11. At this point, no visa fees are to be paid.

12. Once the Embassy/Consulate General clear the applications after ascertaining the need to travel,
the applicants will be informed.

13. Visa fees will be collected (in case of new applications, not from holders of existing visa / OCI
holders), and visa issued to the applicant (or their authorised representative).

https://indianfrro.gov.in/frro/
https://bit.ly/2UbGdQ6
https://bit.ly/38YOgFH


14. All foreign and Indian nationals entering into India from any port are required to furnish a pair
of duly-filled self-declaration form (including personal particulars i.e. phone number and address
in India) and travel history, to Health officials and Immigration officials at all arrival ports.

15.  Please  note  that  medical  screening  on  landing  at  any  sea-,  land-  or  air-port  in  India  is
compulsory.

16. All incoming travellers, including Indian nationals, arriving from or having visited China, Italy,
Iran,  Republic  of  Korea,  France,  Spain  and  Germany  on  or  after  15  February,  2020  shall  be
quarantined for a minimum period of 14 days. This will come into effect from 1200 GMT (2100
JST) on 13 March 2020 at the port of departure of such travellers.

*****

13 March 2020

在大阪 神戸インド総領事館インド総領事館総領事館∙神戸インド総領事館

 

インド総領事館政府はこの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、はこの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、びビザ発給に関する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、発給に関する情報を全て停止し、に関する情報を全て停止し、関する情報を全て停止し、する情報を全て停止し、情報を全て停止し、全て停止し、て停止し、停止し、し、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、2020 年 3

月 13 日 12:00(GMT)GMT))日本時間 21:00 より、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、下記措置を新たに適用いたします。を全て停止し、新たに適用いたします。た渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、に関する情報を全て停止し、適用いたします。いた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、します。
新型コロナウィルス感染症コロナウィルス感染症感染症(COVID-19)の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順け、インドビザについて下記のルール及び申請手順インドビザについて下記のルール及び申請手順について下記のルール及び申請手順下記のルール及び申請手順の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順ルール及び申請手順び申請手順申請手順
が適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。されることになりましたの拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順で、インドビザについて下記のルール及び申請手順改めてお知らせいたします。めて下記のルール及び申請手順お知らせいたします。知らせいたします。らせいたします。なお知らせいたします。、インドビザについて下記のルール及び申請手順下記はは一時的な申請方法な申請方法であ
り、インドビザについて下記のルール及び申請手順今後の状況の変化によって、変更が生じる場合がございますので、ご留意ください。の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順状況の変化によって、変更が生じる場合がございますので、ご留意ください。の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順変化によって、変更が生じる場合がございますので、ご留意ください。によって下記のルール及び申請手順、インドビザについて下記のルール及び申請手順変更が生じる場合がございますので、ご留意ください。が適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。生じる場合がございますので、ご留意ください。じる場合がございますので、ご留意ください。が適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。ございますの拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順で、インドビザについて下記のルール及び申請手順ご留意ください。ください。
申請者の国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをに関する情報を全て停止し、関する情報を全て停止し、わらず、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、全て停止し、て停止し、の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、発給に関する情報を全て停止し、済みインドビザをみインドビザをインド総領事館ビザ発給に関する情報を全て停止し、を全て停止し、 2020 年 3 月 13 日 12:00GMT)(GMT)日本時間
21:00)から、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、2020 年 4 月 15 日まで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、一時的に無効とします。なお、外交官、国連や国際機関職員に対に関する情報を全て停止し、無効とします。なお、外交官、国連や国際機関職員に対とします。なお、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、外交官、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、国連や国際機関職員に対や国際機関職員に対国際機関職員に対に関する情報を全て停止し、対
し発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間航空会社の定期便乗務員に対し発給されたされた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、雇用いたします。ビザ発給に関する情報を全て停止し、・プロジェクトビザ発給に関する情報を全て停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、民間航空会社の定期便乗務員に対し発給されたの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、定期便乗務員に対に関する情報を全て停止し、対し発給されたビザ、また雇用ビザ・プロジェクトビザ、民間航空会社の定期便乗務員に対し発給されたされた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、
ビザ発給に関する情報を全て停止し、は対象外とします。
上記のルール及び申請手順渡航制限の対象となったビザを所持する外国人旅行者のインド入国については、インド向け最終の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順対象となったビザを所持する外国人旅行者のインド入国については、インド向け最終となったビザについて下記のルール及び申請手順を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順所持する外国人旅行者のインド入国については、インド向け最終する外国人旅行者のインド入国については、インド向け最終の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順インド入国について下記のルール及び申請手順は、インドビザについて下記のルール及び申請手順インド向け最終け最終
出発地における出発時間を考慮します。インドへの最終出発地にお知らせいたします。ける出発時間を考慮します。インドへの最終出発地を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順考慮します。インドへの最終出発地します。インドへの拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順最終出発地における出発時間を考慮します。インドへの最終出発地(乗継便の場合は、最終乗り継ぎ地の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順場合は、最終乗り継ぎ地は、インドビザについて下記のルール及び申請手順最終乗り継ぎ地地における出発時間を考慮します。インドへの最終出発地)を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順、インドビザについて下記のルール及び申請手順
2020 年 3 月 13 日 12:00GMT(日本時間を考慮します。インドへの最終出発地 21:00)までに出発された旅行者のインド入国については、インド向け最終について下記のルール及び申請手順は、インドビザについて下記のルール及び申請手順入国が適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。許可されされ
ます。
現時点でインドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、インド総領事館に関する情報を全て停止し、入国済みインドビザをみインドビザを・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、全て停止し、て停止し、の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、外国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方が所持するビザについては、引き続き有効が所持するビザについては、引き続き有効所持するビザについては、引き続き有効する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、に関する情報を全て停止し、ついて停止し、は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、引き続き有効き続き有効続き有効き続き有効有効とし
ます。滞在期間の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方や国際機関職員に対ビザ発給に関する情報を全て停止し、種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望される方を全て停止し、希望される方、または領事サービスの利用を希望される方される情報を全て停止し、方、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、は領事サービスの利用を希望される方の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、利用いたします。を全て停止し、希望される方、または領事サービスの利用を希望される方される情報を全て停止し、方
は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、e-FRRO モジュール (GMT)https://indianfrro.gov.in/frro/ )から最寄りのりの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、 FRRO/FRO に関する情報を全て停止し、ご連絡くださ連絡くださくださ
い。
現時点でインドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、インド総領事館国内に滞在中の外国人が所持するに関する情報を全て停止し、滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、外国人が所持するが所持するビザについては、引き続き有効所持するビザについては、引き続き有効する情報を全て停止し、 OCI カードは、インドビザについて下記のルール及び申請手順引き続き有効です。き続き有効です。続き有効です。き続き有効です。有効です。です。
OCI カード総領事館を全て停止し、所持するビザについては、引き続き有効する情報を全て停止し、外国人が所持するを全て停止し、対象としたビザ無し渡航措置は、とした渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、無し渡航措置は、し渡航措置を新たに適用いたします。は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、2020 年 4 月 15 日まで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、一時的に無効とします。なお、外交官、国連や国際機関職員に対に関する情報を全て停止し、停止し、
します。この度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、停止し、措置は、は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、OCI カード総領事館所持するビザについては、引き続き有効者の国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方が所持するビザについては、引き続き有効々が所在する空港・港において、が所持するビザについては、引き続き有効所在する情報を全て停止し、空港・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効港に関する情報を全て停止し、おいて停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、2020 年 3 月 13 日
(GMT)日本時間 21:00) を全て停止し、迎えた段階で発効します。えた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、段階で発効します。で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、発効します。
オンラインビザ発給に関する情報を全て停止し、申請は現在、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、受付を停止しています。を全て停止し、停止し、して停止し、います。

https://indianfrro.gov.in/frro/
https://www.indconosaka.gov.in/adminpart/Self-declaration_health.pdf


今回の一時無効措置対象となったビザをお持ちの方、またの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、一時無し渡航措置は、効措置を新たに適用いたします。対象としたビザ無し渡航措置は、となった渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、を全て停止し、お持するビザについては、引き続き有効ちの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方が所持するビザについては、引き続き有効、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、 OCI カード所持する外国人旅行者のインド入国については、インド向け最終者のインド入国については、インド向け最終の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順方で、インドに入国しで、インドビザについて下記のルール及び申請手順インドに入国し
なければならないやむを受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順得ない事情がある方は、在京のインド大使館または在大阪インド総領事館ない事情がある方は、在京のインド大使館または在大阪インド総領事館が適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。ある方で、インドに入国しは、インドビザについて下記のルール及び申請手順在京のインド大使館または在大阪インド総領事館の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順インド大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順使館または在大阪インド総領事館または在大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順阪インド総領事館インド総領事館または在大阪インド総領事館
（大使館はは https://bit.ly/38YOgFH 総領事館は https://bit.ly/2UbGdQ6 を全て停止し、参照）に関する情報を全て停止し、て停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、改めてビザ申めて停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、申
請を行ってください。すでにインドビザをお持ちの方またを全て停止し、行ってください。すでにインドビザをお持ちの方またって停止し、ください。すで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、に関する情報を全て停止し、インド総領事館ビザ発給に関する情報を全て停止し、を全て停止し、お持するビザについては、引き続き有効ちの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、 OCI カード総領事館所持するビザについては、引き続き有効者の国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方が所持するビザについては、引き続き有効が所持するビザについては、引き続き有効今回の一時無効措置対象となったビザをお持ちの方、またの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、一時的に無効とします。なお、外交官、国連や国際機関職員に対措置を新たに適用いたします。
の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、実施期間中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効に関する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、を全て停止し、申請する情報を全て停止し、場合、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、申請費用いたします。は発生しません。しません。また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、現在お持するビザについては、引き続き有効ちの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、及びびビザ発給に関する情報を全て停止し、 OCI カー
ド総領事館は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、無し渡航措置は、効措置を新たに適用いたします。・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効一時停止し、措置を新たに適用いたします。解除後にまた使用できるようになります。に関する情報を全て停止し、また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、使用いたします。で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、き続き有効る情報を全て停止し、ように関する情報を全て停止し、なります。
新たに適用いたします。規ビザ申請について：申請書は在京インド大使館か在大阪インド総領事館でビザ発給に関する情報を全て停止し、申請に関する情報を全て停止し、ついて停止し、：申請書は在京インド大使館か在大阪インド総領事館で申請書は在京インド大使館か在大阪インド総領事館では在京インド大使館か在大阪インド総領事館でインド総領事館大使館か在大阪インド総領事館総領事館で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、みインドビザを入手できます。で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、き続き有効ます。
ビザ発給に関する情報を全て停止し、申請書は在京インド大使館か在大阪インド総領事館でと共に、申請者の健康状態やに関する情報を全て停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、申請者の国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、健康状態やや国際機関職員に対 COVID-19 感染国や地における出発時間を考慮します。インドへの最終出発地域への訪問履歴を証明する自己申告書への拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順訪問履歴を証明する自己申告書を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順証明する自己申告書する自己申告書
を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順提出する必要がありますが適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。あります(在京のインド大使館または在大阪インド総領事館インド大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順使館または在大阪インド総領事館及び申請手順び申請手順在大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順阪インド総領事館インド総領事館または在大阪インド総領事館に書式の用意がありますの拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。意がありますが適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。あります)。
インド総領事館に関する情報を全て停止し、入国しなければならない理由を書面で明示してください。また、その理由を裏付けられる書を全て停止し、書は在京インド大使館か在大阪インド総領事館で面で明示してください。また、その理由を裏付けられる書で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、明示してください。また、その理由を裏付けられる書して停止し、ください。また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、その度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、理由を書面で明示してください。また、その理由を裏付けられる書を全て停止し、裏付を停止しています。けられる情報を全て停止し、書は在京インド大使館か在大阪インド総領事館で
類があれば、併せて提出してください。が所持するビザについては、引き続き有効あれば、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、併せて提出してください。せて停止し、提出してください。して停止し、ください。
申請書は在京インド大使館か在大阪インド総領事館でを全て停止し、提出してください。した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、時点でインドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、ビザ発給に関する情報を全て停止し、申請を行ってください。すでにインドビザをお持ちの方また料の支払いは発生しません。の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、支払いは発生しません。いは発生しません。しません。
大使館/総領事館または在大阪インド総領事館にお知らせいたします。いて下記のルール及び申請手順ビザについて下記のルール及び申請手順発給の必要性が認められた場合、申請者にご連絡します。の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順必要があります性が認められた場合、申請者にご連絡します。が適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。認められた場合、申請者にご連絡します。められた場合は、最終乗り継ぎ地、インドビザについて下記のルール及び申請手順申請者のインド入国については、インド向け最終にご連絡します。します。
ビザ発給に関する情報を全て停止し、発給に関する情報を全て停止し、決定の連絡後に、申請料をお支払いいただきますの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、連絡くださ後にまた使用できるようになります。に関する情報を全て停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、申請料の支払いは発生しません。を全て停止し、お支払いいただきますいいた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、だき続き有効ます(上記のルール及び申請手順 3 に該当する方は申請料を支払う必要する方で、インドに入国しは申請料を支払う必要を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順支払う必要う必要必要があります
はありません)。支払う必要い確認められた場合、申請者にご連絡します。後、インドビザについて下記のルール及び申請手順申請者のインド入国については、インド向け最終本人または代行申請人を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順通じて、ビザを発給いたします。じて下記のルール及び申請手順、インドビザについて下記のルール及び申請手順ビザについて下記のルール及び申請手順を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順発給の必要性が認められた場合、申請者にご連絡します。いたします。
なお、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、全ての外国人またインド国民で、インド国内の空港・港、及び国境検問所経由でインドへ入国て下記のルール及び申請手順の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順外国人またインド国民で、インド国内の空港・港、及び国境検問所経由でインドへ入国またインド国民で、インド国内の空港・港、及び国境検問所経由でインドへ入国で、インドビザについて下記のルール及び申請手順インド国内の空港・港、及び国境検問所経由でインドへ入国の拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順空港・港、インドビザについて下記のルール及び申請手順及び国境検問所経由でインドへ入国び申請手順国境検問所経由でインドへ入国でインドへ入国
される方について下記のルール及び申請手順は、インドビザについて下記のルール及び申請手順個人またインド国民で、インド国内の空港・港、及び国境検問所経由でインドへ入国情がある方は、在京のインド大使館または在大阪インド総領事館報やインド国内における連絡先やインド国内の空港・港、及び国境検問所経由でインドへ入国にお知らせいたします。ける連絡先(電話番号や滞在先住所等や滞在先住所等)や旅行履歴を証明する自己申告書等を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順
記のルール及び申請手順した正式の用意がありますな<a hrefa href 自己申告書を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順 2 通じて、ビザを発給いたします。記のルール及び申請手順入し、インドビザについて下記のルール及び申請手順入国港の保健担当官及び入国管理官に提出する必要がの拡大を受け、インドビザについて下記のルール及び申請手順保健担当する方は申請料を支払う必要官及び申請手順び申請手順入国管理官に提出する必要がありますが適用されることになりましたので、改めてお知らせいたします。
あります。
また渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、空路・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効海路・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効陸路等、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、入国経路に関する情報を全て停止し、関する情報を全て停止し、わらず、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、入国時の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、医療スクリーニング検査が義務化されていまスの利用を希望される方クリーニング検査が義務化されていま検査が義務化されていまが所持するビザについては、引き続き有効義務化されていまされて停止し、いま
す。ご連絡くださ留意ください。ください。
中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効国、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、イタリア、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、イラン、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、韓国、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、フランスの利用を希望される方、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、スの利用を希望される方ペインまた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、はド総領事館イツからインドへ入国しようとするインからインド総領事館へ入国しようとするイン入国しようとする情報を全て停止し、イン
ド総領事館人を含む全ての旅行者の方、及びを全て停止し、含む全ての旅行者の方、及びむ全ての旅行者の方、及び全ての旅行者の方、及びて停止し、の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、旅行ってください。すでにインドビザをお持ちの方また者の国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、及びびビザ発給に関する情報を全て停止し、 2020 年 2 月 15 日以降に中国、イタリア、イラン、韓国、フランに関する情報を全て停止し、中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効国、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、イタリア、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、イラン、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、韓国、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、フラン
スの利用を希望される方、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、スの利用を希望される方ペインそして停止し、ド総領事館イツからインドへ入国しようとするインへ入国しようとするインの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、訪問履歴があり、インドへ入国しようとされるインド人を含む全ての旅が所持するビザについては、引き続き有効あり、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、インド総領事館へ入国しようとするイン入国しようとされる情報を全て停止し、インド総領事館人が所持するを全て停止し、含む全ての旅む全ての旅行者の方、及び全て停止し、て停止し、の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、旅
行ってください。すでにインドビザをお持ちの方また者の国籍に関わらず、全ての発給済みインドビザをの度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、方が所持するビザについては、引き続き有効について停止し、は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、インド総領事館入国後、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、最短 14 日間の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、隔離措置を新たに適用いたします。が所持するビザについては、引き続き有効取られます。この隔離措置は、インドられます。この度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、隔離措置を新たに適用いたします。は、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、インド総領事館
へ入国しようとするイン渡航しようとする情報を全て停止し、全て停止し、て停止し、の度、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、外国人が所持するが所持するビザについては、引き続き有効所在する情報を全て停止し、空港・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効港に関する情報を全て停止し、おいて停止し、、これまで発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、2020 年 3 月 13 日 12:00GMT)(GMT)日本時
間 21:00)を全て停止し、迎えた段階で発効します。えた渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、時点でインドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効で発表した渡航情報及びビザ発給に関する情報を全て停止し、発効します。

*****

2020 年 3 月 13 日
* GMT (グリニッジ標準時標準時)

https://www.indconosaka.gov.in/adminpart/Self-declaration_health.pdf
https://bit.ly/2UbGdQ6
https://bit.ly/38YOgFH

